
日本的経営とは、メンバーシップで雇用した正社員を対象に、長期間の保護を提

供することにより、組織へのコミットメントを引き出す仕組みであった。また、企

業の制度のみでなく、国や組合や個人などすべての要素が補完的に作用することで

機能してきた。

2000年代、日本企業を取り巻く外部環境は、グローバル化によるコスト競争、

人口減等による国内成長率の低下、法律による問題解決の増加など、大きく変化し

た。企業は、これらの変化を受け、正社員のメンバーシップをなるべく維持しつつ

人事管理を成果主義的に変更すると同時に、非正社員を増加させるという方向へ進

んでおり、社員に対する「長期間の保護」の提供を従来どおりに継続することは困

難となっている。それゆえ、昔ながらの組織へのコミットメントに頼るマネジメントへの依存は継続が困難と

考えられる。

日本的経営の強みの本質を残すためには、組織へのコミットメントへの依存度合いを下げ、新しい企業と個

人の関係へ移行する必要がある。移行のためには、企業だけでなく、国・労働組合・個人も併せて変わらなけ

ればならない。特に、個人に対して、従来組織が社員に保護として提供してきたものを個人にスキルとして与

えていくことが重要であり、そのスキルの内容そのもの、および、教育の担い手の明確化が急務となる。本稿

ではそれぞれについて具体的に検討した。なお、これらの教育は単に欧米型個人の育成を目指すものではなく、

日本と外国の違いを相対化して理解させるような内容を加えることが望ましい。

日本からの発信

新しい日本的経営実現に欠かせない「個人」への教育
～内容の明確化と担い手の確立が急務～
Individual Training Is Indispensable to New Japanese Business Management: The Urgent Need to Clarify
Training Details and Entities in Charge

Japanese business management has been based on a mechanism in which an organization hires permanent employees through

“membership”and draws their commitment to the organization by offering long-term protection. In addition, companies have

functioned with not only their institutional rules, but also complementary actions of the relevant actors such as the government, labor

unions, and individuals.

During the first decade of the 21st century, the environment surrounding Japanese companies has considerably changed along with

factors including low-cost competition due to globalization, declines in the domestic economic growth rate because of a shrinking

population and other reasons, and increasing instances of conflict resolution handled through the legal system. In response,

companies have been leaning toward increasing the number of non-permanent employees while maintaining the level of permanent

employee“membership”and, simultaneously, incorporating performance-based human resource management. Therefore, it has

become difficult to sustain traditional long-term protection for employees and continue with old-fashioned management that has

depended on employees’commitment to their organization.

In order to preserve the essence of the strength of Japanese-style management, companies need to lessen their reliance on their

employees’commitment to them and establish a new relationship with the employees. This requires changes within not only

companies, but also the government, labor unions, and individuals. It becomes particularly important to provide individuals with, as

skills, what traditional organizations have offered to their employees as protection. Hence, the details of such skills and the entities

responsible for training individuals must be clarified urgently. This article discusses these issues in a concrete manner. It is desirable

that such training extend beyond merely developing Western-style individual skills and include comparative studies of Japan and

other nations.

名
藤

大
樹

H
iro
ki
N
a
to

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
コンサルティング事業本部
組織人事戦略部
チーフコンサルタント
Chief Consultant
Human Resources & Organization
Strategy Consulting Dept.
Corporate Strategy Consulting
Division

90 季刊 政策・経営研究　2009 vol.4



新しい日本的経営実現に欠かせない「個人」への教育

91

（１）日本的経営の強さは社員の持つ組織へのコミット

メント

日本的経営とは何か、その強さとは何か、というテー

マは、専門家の間ではすでに論じ尽くされてきた感があ

る。しかし、日本企業がその強さを将来に引き継ぐ、あ

るいは、世界へ発信する、ということを考えるにあたっ

て、再度議論を整理しておきたい。

一般に日本的経営、日本的雇用システムの具体的なあ

らわれとして、年功序列・長期雇用・企業内労働組合が、

いわゆる三種の神器として指摘される。濱口（2009）

は、三種の神器の中核には、日本の正社員の雇用契約が

具体的な職務を定めずに「メンバーシップ契約」として

行われていることがある、と指摘している。メンバーシ

ップ契約に対して、具体的に職務を定めたうえで結ぶ雇

用契約をジョブ契約という。日本においても非正規社員

はジョブ契約が行われているが、これまで、いわゆる日

本的経営として論じられてきたのはもっぱら「正社員」

を対象としたマネジメントが中心であった。

その正社員に対して行われた人事管理は年功序列とは

言われるものの、決して単純な平等主義で処遇が行われ

るわけではなく、企業内部では厳しい査定と昇進昇格競

争が行われており、そうしたシステムが社員の組織への

コミットメント（貢献意欲）を引き出していたというこ

とは多くの研究者が指摘するところである。

メンバーシップで雇用した正社員を対象に保護を与え

つつ競争させることで、組織へのコミットメントを引き

出していく方法が、いわゆる日本的経営であったと整理

できる。

（２）組織へのコミットメントはどのように引き出され

てきたか

当然ながら、日本的経営は、個々の企業単体の制度の

みにより成立してきたのではない。個々の企業の制度は、

国が提供する法律・税制・社会保障などと補完的にセッ

トになって初めて機能してきた。すべてを挙げることは

しないが、たとえば退職金に関する税制（退職所得にか

かる税金は大幅に優遇される）や厚生年金基金（老後の

福祉を企業が負担することを奨励する制度）といった国

の制度の存在は、企業の人事制度設計に大いに影響を与

えてきた。また、解雇権濫用法理や就業規則の不利益変

更に関する法理に代表されるように、正社員を比較的手

厚く保護する法制度１も、個別企業の行動に大きな影響を

与えている。

別の観点では、企業を取り巻く外部労働市場の環境と

経営（人事制度）の関係も見逃せない。外部労働市場の

存在と、企業内の賃金制度は密接に関連している。特に

高度成長期などは、大企業ホワイトカラーの外部労働市

場（いわゆる転職市場）が立ち上がっていなかったため、

企業は安心して年功序列賃金を運用することができてい

たと考えられる。若い頃は、貢献度に対して低い賃金し

か払わなくても転職の可能性が低いからである。

日本的経営は企業のみの努力でなくさまざまな制度的

要因が絡み合って成立していた、という理解は、議論の

前提認識として非常に重要である。日本的経営の特長と

言われるもののうち、特定の要素だけを取り出して、た

とえば課外活動としてのQCサークル活動のみを海外に持

ち出しても、日本と同レベルでは機能しないことは自明

のことと言える。

また、日本的経営の背景には、日本特有の文化・価値

観が深く関わってきた、という指摘も根強い。しかし、

小池（2008）が指摘したように、過去に実施された信

頼度の高い２国際意識比較調査を調べると、必ずしも日本

人は外国人に比べて会社が好きである、仕事が好きであ

る、とは断定できない、とするものも多い。文化的背景

を中心に、日本的経営を説明することには困難がつきま

とう。

もちろん、制度的要因、文化的要因の双方が機能して、

日本的経営は成立していたと考えられるが、本稿は将来

を考えるにあたり、なるべく具体的な議論を行うため制

度面からの議論を中心としたい。

日本的経営の結果として実現していた「所属している

1 従来の「日本的経営」に関する概観
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組織に対し、（正社員が）高いコミットメントを発揮して

仕事をする」という状態を、「文化の復興」に頼らずに、

いかに残していくかがこれからの日本の企業が背負う課

題であり、これが可能となれば世界に対して発信する新

たなモデルとなるであろう。

（１）環境の変化

2000年代以降、日本企業が直面した環境について大

まかに整理する。大きなキーワードは、経済のグローバ

ル化への直面と、内需の停滞である。結果として、

2000年代中盤を通じた世界経済の好況期に大企業は大

きな利益を上げたが、一方で、企業が獲得した付加価値

に対して社員に配分される賃金の比率である労働分配率

は低下傾向にあった（図表1）。好業績の果実は、正社員

には賞与という名目で一部還元されたが、新規の雇用は

非正社員を中心に行われた。結果として、雇用総数は変

わらない中で、比率としては非正規社員の比率が増加し

た（図表2）。企業が非正規社員雇用に傾斜したのは、主

にコスト低減のためと需要変動に対応するためであった。

また、90年代のバブル崩壊期に労働分配率が急上昇した

ことへの反省もこうした企業行動のひとつの要因と考え

られる。

また、2000年代以降の日本企業を取り巻く環境とし

て見逃せないものとして、社会の中で利害が対立した場

合の問題解決を法によって行う傾向が強まっていること

が挙げられる。企業と社員の間の紛争においても、法的

な手段によって解決が図られるケースが増えている。個

別労使紛争を扱う個別労働審判制度は、2004年の法案

成立を経て2006年4月から実施され、2006年（9ヵ月

間）は877件、2007年1,494件、と件数が急増してい

る。これは顕在化した件数に過ぎず、その背後には膨大

な潜在的紛争３が控えているとされている。

（２）日本的経営は漸進的に変化中

前節で整理したように、00年代の企業を取り巻く外部

環境は着実に変化してきた。続いて、そうした環境変化

の中で「日本的経営（日本型雇用システム）」は実際にど

の程度変化したのか整理したい。前節で述べたように、

非正規社員比率の増加、という大きなトレンドを踏まえ、

正社員と非正規社員に分けて見ていく。

正社員に対する人事管理は、若干の変化が起こりなが

らも根底的には変化していない、と要約できる。労働政

2 「日本的経営」は変わったか？

図表１　労働分配率と売上高人件費比率（全産業）

注１：いずれも４四半期移動平均
注２：労働分配率＝人件費÷（人件費＋経常利益＋支払い利息・割引料＋減価償却費）
出所：財務省「法人企業統計」
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策研究・研修機構は、継続的に企業の人事管理について

大規模な調査を実施している。同機構が2004年４、

2007年５にそれぞれ実施した調査において｢長期雇用を

重視する｣と回答した企業は、70％近い比率を示してお

り、決して減少傾向にあるとは言えない。一方で、人事

管理にはいわゆる「成果主義」の導入が進んでおり、

2004年調査６の時点で約60％の企業が、成果主義を導

入済みとの結果が出ている。評価制度の精緻化に取り組

んだり、昇進の選抜が早くなったり、若手の中途採用を

若干増加させたり、と、さまざまな改革が行われている。

従来の人事が「会社が完全に主導権を持つかわりに、

雇用やキャリアの保障の責任も負う人事（長期型－平等

型）」だとすれば、「会社の説明責任の強化」「能力や担う

責任、評価による処遇の格差を拡大する（長期型－成果

主義型）」という変化が、徐々に起こっている。こうした

正社員人事管理の状況について「メンバーシップという

根底的な仕組みを変えずに、細部を取繕っているだけだ」

と捉えるか「与えられた条件の中で、企業はむしろ工夫

している」と捉えるかは立場によるだろうが、筆者は後

者に近い立場の意見である。

図表２　雇用者数・比率の推移

注１：平成13年以前は「労働力調査特別調査」、平成14年以降は「労働力調査詳細集計」により作成。なお、「労働力調査特別調査」と「労働力調査詳細集計」とでは、調査
方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。

注２：「契約社員・嘱託」と「その他」欄は、平成13年２月以前の分類は、「嘱託・その他」（平成12年８月および平成13年２月は「その他（嘱託など）」）、平成13年８月か
ら分類を「契約社員・嘱託」と「その他」に分割した。

注３：割合は、役員を除く雇用者の内訳の合計に対するものである。
出所：総務省統計局ホームページ
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一方、非正社員はすでに述べたように実数数も雇用者

に占める比率も増えている。非正規社員の増大の背後に

は、働く側のニーズの多様化に加えて、派遣業や業務請

負といった人材ビジネスの存在も大きい。2008年秋の

世界金融危機は、非正社員が雇用のバッファーとして使

われてしまうという現実を露（あらわ）にし、そのこと

への社会的な批判が高まった。今後、国からの支援が強

化される方向にある。

今後、日本的経営がどのように変化していくかについ

ては、幾つかのシナリオが想定される。正社員と非正社

員の構成比を軸に、正社員・非正社員の雇用処遇の方向

性別のシナリオを整理したのが図表3である。理屈のう

えでは3×3×3通りのシナリオが考えられる。

どのシナリオに進むかは、将来の事であり断定はでき

ない。しかし、正社員が増える、処遇に対して会社が保

護をより強めていく（従来に回帰する）というシナリオ

は考えづらい。よって、長期的に見た場合には、会社は

社員を保護するという役割を徐々に弱めていくという流

れは避けられないものと見える。

会社による保護が弱まる流れの中で、従来型の日本経

営の持つ「メンバーの組織へのコミットメント」という

特長をそのまま維持することは困難である。実際に労働

政策研究・研修機構の2004年調査では、成果主義を導

入した企業では、従業員側が企業に対して抱く「情緒的

コミットメント」が低下することが指摘されている。鈴

木（2002）や豊田（2009）研究によれば、所属組織

へのコミットメントは、ある程度の年数の組織内経験を

踏まえて動態的に形成されていくものであるとされてい

る。

もちろん、長期雇用を維持する社員群、今後も組織へ

のコミットメントを軸とすることになるだろう。しかし、

そのグループ自体の割合が少なくなる見込みが高いうえ、

そのグループに成果主義的処遇を与えるのであれば、従

来と同様の形で組織コミットメントへ依存することは難

図表３　今後の日本的経営の方向性シナリオ

会社による保護を強める（Ⅰ） 会社による保護を強める（ア） 増（ａ） 

維持（Ⅱ） 維持（イ） 維持（ｂ） 

会社による保護を弱める（Ⅲ） 会社による保護を弱める（ウ） 減（ｃ） 

非正規社員処遇 正社員処遇 正社員比率 

方
向
性 

図表４　従業員１人あたり賃金（年収ベース、全産業）

注１：過去４四半期の合計値
注２：（従業員給与＋従業員賞与）÷従業員数で算出
出所：財務省「法人企業統計」

資料：筆者作成
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しい。

また、日本全体で、社員の所得が伸びず、経年的に低

下傾向にあることも大きい。図表4にあるように、従業

員1人あたり賃金は、90年代後半をピークに減少し続け

ている。所得水準の低下の背景には、バブル崩壊後のデ

フレの進行や、全雇用者に占める非正規社員構成比率が

増加していることなどがある。しかし、北見（2009）

によれば、大企業の社員の年収も殆ど伸びていない。家

計を維持する必要から、従来型の組織に没頭する社員を

支えた、「正社員－専業主婦」モデルが崩れ、共働き世帯

がさらに増加していく可能性７もある。企業側は、従来型

の組織没頭型のコミットメントを期待するたけでは、引

き続き没頭型を求める社員には対応できても、大半の社

員のニーズに対応できなくなる。

ファーストリテイリングの柳井社長は、2009年「古

い体質に回帰するだけでは問題は解決しない。忠誠心と

自立心が両立するような新しい形の日本企業を作る時だ
８」と提案しているが、日本的経営の新しい姿を指し示す

ものとして示唆的である。

こうした新しい関係を図示したのものが、図表5であ

る。ここで補足したいのは、組織コミットメントが必要

ない、あるいは、それがゼロになる、という姿を将来像

として考えているわけではないという点である。

（３）企業以外も変わらなければ新日本的経営は実現し

ない

新しい日本的経営を実現していくためには、企業のみ

でなく、国・労働組合・個人すべてが、従来の方法・考

え方を変えていかなければならない。

国･企業・労働組合・企業・個人というプレーヤー別に

見た場合、最も変化を進めているのは実は企業（特に大

企業）ではないだろうか。企業は、特に製造業を中心に

国境無き競争を迫られ、株式市場を通じて市場からの規

律づけも受けている。

むしろ立ち遅れているのは、政策の改革、労働組合の

改革、および、個人のスキル・意識の改革ではないだろ

うか。これらもあわせて変わっていくことなくしては、

新しい日本的経営の姿は見えてこない。変革が遅れたこ

れらの領域の中で、本稿では、個人のスキル・意識の改

革に焦点を当てたい。予めお断りするが、筆者は決して

一方的な自己責任強化論を主張したいのではない。むし

ろ、個人を守り、組織と個人が新しい健全な関係を築く

ために必要な知識やスキルが個人に与えられていない、

図表５　日本的経営の変化

資料：筆者作成
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与えられる状況が乏しいことを危惧しての問題提起であ

る。

（１）新たに必要となる「ワークインフラスキル」

今後、企業の人事管理において「企業が社員を保護す

る」という色彩は弱くならざるを得ない可能性が高い。

換言すれば、従来は会社が担っていたリスクが個人に転

嫁されるということである。こうした「個人へのリスク

転化」に必要な手続きを端的に示す事例が、退職年金の

一形態である確定拠出年金（いわゆる401kプラン）導

入にあたっての手続きである。このプランを導入する企

業では、従来企業が担っていた資産運用リスクを個人に

一部移転することの引き換えとして、個人への資産運用

教育を行うことが義務づけられている。401kプランは、

退職金のための資産運用という処遇の中のごく一要素に

過ぎないが、実は個人の側に移転されつつあるリスクは

各種の処遇や雇用そのものなど、退職金に留まらない領

域に広がっている。

一方で、こうした変化に対応し、個人がリスクに対処

し、成果を出すための方法を教えてくれる存在が不足し

ている。もちろん、実際に労使紛争というような事態に

至った場合に、個人を助けて経営と対峙する労働組合や

NGOは存在し、雇用調整が増加する景気後退局面におい

てその役割は存在感を増している。しかし、企業と労働

者が戦闘的な関係になっていくばかりでは、日本的経営

の良さは残らない。紛争事態をなるべく少なくし、企業

と個人が新しい関係に移行していくためにこそ、個人の

側にもそれなりの知識と意識が与えられる必要がある。

仕事生活で必要となるスキルは、次のように大きく大

別することができる。仕事そのもので成果を出すために

必要なスキル＝ワークスキルと、会社の保護を前提とせ

ずに仕事生活を続け中長期的に必要となるスキル＝ワー

クインフラスキルである。

ワークスキルはさらに、企業特殊的能力９と汎用能力10

という分類が行うことが可能である。ワークスキルにつ

いては総じて、教育内容・手段の開発は熱心に行われて

いる。一方で、ワークインフラスキルは教育内容そのも

のが不明瞭で、担い手も不足していると考えられる。

現実には20歳代～30歳代を中心に、組織コミットメ

ントへの疑問や、それへ依存することに限界を感じてい

る層は少なくないと考えられ、ワークインフラスキルへ

のニーズは徐々に顕在化している。そのひとつの例が、

書店で販売される自己啓発書の内容の変化である。従来、

自己啓発書の内容は「企業の中で成功するための指南術」

が多かったが、近年では、ひとつの企業に限らずにキャ

リアを歩むこと、ライフプランを企業に頼らずに構築す

ること、企業と個人が対立した場合にどのように自分を

防衛するか、などをテーマとした出版物が増えている。

こうした動きも参考として、ワークインフラスキルの

中身を包括的に列挙する。このスキルを構成する大きな

四つの領域は「法律基礎知識」「生涯パーソナルファイナ

ンス」「生涯キャリア形成」「ヘルスマネジメント（健康

管理）」である。仕事で直接成果を挙げることや、直接的

図表６　スキルの体系

3 個人の側の変革を支援するために

資料：筆者作成
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なキャリア教育に限定されず、個人生活の領域に重なる

ものが主となっている。これは、従来は企業が個人生活

の領域に踏み込んで保護を与えていたことの裏返しであ

る。

まず、法律である。日本の社会的風土に「法による支

配」が馴染むのかどうかは議論の分かれるところであろ

う。しかし、裁判員制度の導入や「法化社会」という言

葉が示すように、雇用関係の分野にとどまらず、企業社

会の利害対立解決方法として、法に頼る比重が増えてき

ており、これが今後下がることは考えにくい。個人の側

も最低限の法律知識を持たなければ、大きな不利益を被

る可能性がある。

この問題については、ひとつ代表的な例を指摘してお

きたい。現在、正規・非正規問わず、これだけ企業で働

く人が多い中で、「就業規則」というものの存在や効力に

ついて、個人が知識を与えられる機会があまりに少ない。

筆者は個人的にこのことには大きな疑問を感じていた。

就業規則は経営と労働組合（あるいは従業員代表）の間

でしかるべき手続きの下で交わされ、効力を発揮するも

のであるから、個人としてはその詳細についてまで知る

必要が無い、と、過去には考えられていたのかもしれな

い。しかし、組合の存在しない企業も多くあり、組合の

組織率も低下している中で、これだけ大事なものを個人

が理解しないままに雇用契約を結んでいるというのは、

多少大げさに述べれば、国全体としての制度的欠陥を示

していると言えるのではないか。就業規則に代表される

ように、雇用契約にまつわるさまざまな基礎知識につい

て、個人が理解しておくことの重要性はますます高まる

であろう。

パーソナルファイナンス（ライフプランニング）につ

いても、従来長く企業が中心となって手段（財形貯蓄・

団体保険・退職金・年金など）を提供してきた色彩が強

い。しかし、本来、個人の生計は個人で守ることが基本
11であり、生涯でのファイナンスプラン、年金や保険の

仕組み、投資手法などは、雇用形態問わず本来知ってお

く必要がある。しかし、これも現在は自ら意識しない限

り、教育を受ける機会は少ない。

企業内にとどまらないキャリア形成のあり方も、ワー

クインフラスキルの重要な要素である。仕事人として成

長していくうえで、自分のキャリアの将来イメージをあ

る程度の現実感を持って見ることができるのは重要なこ

とである。ひとつの企業内でのキャリア形成が前提であ

った時代には、企業の中で自分の将来像を見つけたり、

話をしたりすることができた。しかし、ひとつの企業内

でのキャリア形成を前提とできない個人は、モデルを見

つけるためには別の手段が必要とされる。何らかのコミ

ュニティに所属するなどして、新たな人的つながりを構

築する必要がある。

最後に、個人として、精神的・肉体的健康を守るため

のヘルスマネジメントの知識があげられる。もちろん、

企業側の安全衛生確保義務は、今後もなくならない。し

かし、少しでも長く事故なく健康に働いていくためには、

個人がこうした領域に関する知識を持ち、予防を図るこ

とが求められている。特に、いわゆるメンタルヘルス障

害や現代的な生活習慣病の予防法や対処法については、

個人が行うべきことも多い。

以上のような内容の知識や意識を身に着けることは、

企業から見た場合に好ましいと取られるばかりではない

可能性がある。現実には「雇用関係の法律知識を持った

人間など採用したくない」と考える企業が実際には多い

だろう。しかし、個人の立場に立てば、こうした法を理

解しておくことは身を守るために必要なことである。本

稿で提唱するワークインフラスキルの持つこうした性格

は、教育の担い手を考える際に大きな論点となる。

なお、ここで注意したいのは、こうしたワークインフ

ラスキル教育は「自分の権利のみを主張する人間」や

「企業を悪と捉えて対立するばかりの人間」を育てること

は全く目的としていないということである。個人が自分

なりに納得して仕事に向かう状態の実現を目指すもので

ある。政治色のない立場からこれらの教育を行うという

ことが極めて重要である。

また、理想を言えば、ワークインフラスキルとセット
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で、日本固有の価値観を教え、世界の多様な価値観の中

と対話できるような教育をすることが望ましい。ワーク

インフラスキル教育と、日本的価値観を伝える教育は必

ずしも矛盾しないものと考える。ただし、この「日本的

な価値観」は、ともすると、根拠を欠く懐旧的な議論に

陥りがちであるため注意を要する。現実に即し、世界の

多様な価値観の中で日本の価値観を相対化したうえで、

他の価値観を持つ者と対話・協調するスキルの付与を目

指すことが理想である。

（２）個人へのワークインフラスキル教育の担い手

続いて、上で述べたワークインフラスキル教育の担い

手について検討したい。現段階ではこうしたスキルの習

得はもっぱら個人の自己啓発努力に任されており、充実

した教育の担い手が不在なのではないか、というのが筆

者の危惧である。

教育の担い手としての可能性について、企業（人事部）、

労働組合、人材ビジネス企業、家庭、独立型アドバイザ

ー、学校の順に検討を行う。

企業を担い手として想定することは難しい。もちろん、

企業が従来の抱え込み型の体制を改める代償として情報

公開や社員教育を強化するのは自然なことである。実際

に、しかし、究極的には企業は企業自身のために合理的

な行動を取る存在であり、先に述べたように、時に企業

側にとっては不利になるような内容を含むワークインフ

ラスキル教育を実施する義務を企業に負わせるのは無理

がある。また、今後、企業をこうしたスキルの主な担い

手としてしまうと、企業に所属していない個人が、蚊帳

の外に置かれることになる。これは国全体として好まし

いことではない。

「個人をリスクから守る」という場合に最も想起されや

すいのは労働組合であるが、現状では、こうした教育の

担い手としては大きな課題を抱えていると言わざるを得

ない。ひとつには、労働組合の組織率が低下しているこ

とである。労組に加入しているメンバーだけに教育を行

っても全体として大きな効果は望めない。さらには、現

在の日本の組合は企業別、雇用形態別に分断されたもの

が大半である。

人材ビジネス企業もこのスキル教育の担い手として考

えられる。派遣企業が登録者に対して雇用関係の法律や

個人ライフプランのアドバイスを行う、あるいは、人材

紹介会社が求職者にキャリアアドバイスを行う、などの

活動はすでに見られるものである。しかし、こうした企

業は究極的には個人を他の企業に仲介することで利益を

得る12というビジネスを展開しており、個人と企業の間

で根源的に利益相反13を抱えている。このため、中立的

な教育を担うには限界があると考えられる。むしろ、人

材ビジネスのこうした立ち位置を個人に教えることがワ

ークインフラスキル教育の中で必要である。

個人がワークインフラスキルを得る場としては「家庭」

も重要な役割を果たしえる。一部の家庭では、これから

の企業社会で生きるための知識や意識を子供に伝えてい

けるかもしれない。しかし、家庭の環境にはバラツキが

大きい。バラツキ以上に大きな問題もある。親子の一世

代である20年～30年というスパンでは、社会環境や企

業の行動は大きく変化するのが普通である。こうした世

代の違いがあるため、親世代が次世代に対して今現在の

企業社会で生きるための的確なアドバイスができるかど

うかは疑わしい。残念なことではあるが、一昔前の行動

原理で、現役世代にアドバイスすることが必ずしもうま

く機能しないことがある。よって、家庭にも頼ることは

できないと考える。

ビジネスパーソンに対する独立型のアドバイザーを教

育の担い手として想定することは可能である。そもそも、

完全に個人の側に立ったアドバイスや教育を求めるため

には、個人が直接対価を支払うことが必要である。現在、

それが発露しているのが先にも述べた書籍を買うという

行動であるが、より進んで個人的にキャリアのアドバイ

スを受けるという行動もありえる。当然、アドバイス費

用は書籍よりも高くなるが、大企業で働くホワイトカラ

ーなどにおいては成り立つ可能性がある。

最後に学校を検討する。企業の利害から自由で、多く

の対象者をカバーすることが可能な学校は、ワークイン
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フラスキル教育の担い手として大きな役割を果たせる可

能性がある。日本の学校には、小学校・中学校・高校・

大学・大学院との段階があるが、具体的には、働き手と

なる前の段階の高校・大学、および社会人の教育を行え

る大学院が重要と考える。

以上のように検討したように、ワークインフラスキル

教育の担い手として期待できるのは「独立型アドバイザ

ー」「学校」の2つであると考えられる。しかし、それぞ

れにクリアすべき課題も多い。この2つについてさらに

詳細に検討していく。

（３）教育の担い手としての独立型アドバイザー

ビジネスにおけるキャリア形成や働くことを対象とし

て、独立した立場からアドバイスを行う「コーチング14」

という手法は体系化が進んでおり、コーチとして独立・

開業する例も増えている。ビジネス領域のコーチが、フ

ァイナンシャルプランニング的要素、法務的視点、キャ

リア形成アドバイザー的な専門スキルを兼ね備えれば、

相当に有力な役割を果たすことができると考えられる。

しかし、課題はこうした営みが、継続可能なビジネス

として成り立つか、という点である。参考に他分野での

状況を概観してみよう。個人を対象とした中立の立場か

らのアドバイスというサービスは、高額な商品購入等の

場面では徐々に立ち上がりつつある。たとえば、独立系

のフィナンシャルプランナーや不動産の売買における第

三者サービス15などがそれである。しかし、個人からの

相談・教育対価収入だけでこうしたサービスが成立して

いるかというとそう簡単ではない。独立系フィナンシャ

ルプランナーの年収に占める相談料収入は5％以下に過

ぎず、生命保険や証券のコミッションの収入の割合が大

きい16。個人対象の民事の弁護士等が事業として成立し

ていることを考えれば、個人の立場に立ったアドバイス

を行い、そのフィーでビジネスを成立させることは不可

能とは言えないが、「キャリアコーチ」ないしは｢ビジネ

スコーチ17｣として事業を成立させることは、そう容易な

ことではないだろう。

（４）教育の担い手としての学校

ワークインフラスキルの担い手としての学校を、高校

までと大学、社会人大学院に分けて検討する。

ワークインフラスキル教育のうち、基本的なレベルの

内容は高校までに実施すること18が必要だと考える。こ

れらの教育内容は、どのような雇用形態、業種に行くに

しても持っておくことが必要である。高校のカリキュラ

ムの中で「社会生活論」として半年間から1年間かけて

教えることを義務づけても良いのではないだろうか。個

人に「消費者」として必要な態度や行動・知識を身につ

けさせる「消費者教育」という考え方があり、すでに学

校教育へも反映されている。消費者教育のもたらしてい

る実効性は別としても、この考え方はワークインフラス

キル教育に類似するものとして参考になる。いわば「仕

事人教育」である。

現在、大学が提供するカリキュラムとして「社会人基

礎力19教育」や「即戦力教育」という取り組みが盛んで

ある。特に前者は、国の政策的支援も受けて産官学共同

で推進されている。しかし、内容を見る限りどちらもワ

ークスキルを扱っており、ワークインフラスキルには直

接対応していない。大学が企業で活躍するために必要な

知識やスキルを身につけさせることには大いに賛成であ

るが、企業の役に立つことだけを教えるという立場に陥

る必要はない。

また、大学では近年就職支援活動も強化されている。

この就職活動という段階は、ワークインフラスキルを行

うには本来、非常に良いタイミングである。この段階で、

体系的な知識をまとめて提供できれば、仕事生活を支え

る助けになる。しかし、現実にはこの就職活動への支援

はもっぱら「希望企業への就職支援」に焦点が当たりが

ちである。また、「働いたことがない」状態でワークイン

フラスキル教育をしてもなかなか実感を持って身につか

ないことがこのタイミングの難点である。このため、実

際には就業後1～3年後程度で教育を行うことが効果的で

ある。このタイミングでの教育を考えた場合、高度なホ

ワイトカラー人材向けに対しては、社会人向け大学院が
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教育の担い手として有望である。米国をモデルとした、

実利的MBA教育を行う大学院は国内でも急増している。

そうした大学院が、仕事のうえで役立つワークスキルだ

けを教えるのではなく、ひとつのカリキュラムとして、

体系的にワークインフラスキルを教える事も検討に値す

るのではないか。

（５）大学教育による新しい試み

大学教育においては、すでに具体的な動きが見られる。

法政大学は2003年、キャリアデザイン学部を開設し、

個人への新たな教育提供に踏み出している。キャリアデ

ザイン学部の教育内容は「キャリアと関連する学は、こ

れまで教育学と経営学とで別個に行われてきましたが、

この学部ではこの二つの領域に橋を架け、さらに文化・

コミュニティの領域をこれに重ねて、3領域の融合によ

る新しい学問分野を創造しています。キャリアを、職業

をはじめとした人生全体に関わるものとしてとらえ、長

期的視点のもとに設計するための考え方と方法を身につ

けてもらうためです。(カギ括弧内：法政大学キャリアデ

ザイン学部のホームページより引用)」とされている。働

く個人の多くが、学部の専攻としてこうした学問を専攻

することは非現実的であるが、こうした分野全体での研

究集積が、前節で指摘したような形でより幅広く社会全

体に、アクセスしやすい形で展開される事が期待される。

日本的経営が変わるには、企業だけでなく、国も組合

も個人も変わっていかなければならない。職務に対して

コミットする、仕事に没入し、当事者意識を持って、協

調して働く、という日本の強さを何らかのかたちで残し

たいと考えた場合、個人が「組織」の保護のみに頼らず

に仕事生活を過ごしていく事を支えるスキルを個人へ提

供していくことはむしろ必要条件と考えられる。本稿で

はこのスキルをワークインフラスキルとして具体的に定

義したうえで、それを教える担い手を充実すべきだ、と

いうことを主張した。企業側の変革と同時に、個人向け

の教育やサポートが充実することで「組織と個人が新し

い形で結び合う」新日本的経営が実現すると考える。

【注】
１ OECDは先進28ヵ国の正社員の雇用に関する保護規制の強さを度々発表している。近年の日本の正社員の保護度合いは、ほぼ参加国の間で
中位程度であるが、2007年のOECDの報告書『経済政策改革　成長に向けて』は日本は、正規社員の雇用保護を低減させるべき（それによ
り非正規社員比率上昇を抑制することができる）との提言を行っている。

２ アンケート調査により、国際的に意識を比較する際には、質問文の設計などに相当な配慮を払わないと、比較に足る結果が得られない。
小池（2008）では、過去の膨大なアンケートから特に信頼度の高いと判断される調査を取り上げ、他国と比較しても「仕事観はごくふつ
うの国ということであろう」と指摘している。

３ 組合や行政への相談に留まるレベルであれば年間100万件という説もある。（出所）http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/0410roudo-
shinpan.htm

４ 労働政策研究・研修機構（2007）『日本の企業と雇用─長期雇用と成果主義のゆくえ』
５ 労働政策研究・研修機構（2008）『経営環境の変化の下での人事戦略と勤労者生活に関する実態調査』
６ 上記脚注４と同様の調査
７ 平成９年に片働き世帯の数を共働き世帯の数が上回って以降、一貫してその傾向が続いている。（出所：21世紀職業財団ホームページより）
８ 2009年４月２日　日本経済新聞朝刊より
９ 個々の企業内に特有の仕事の進め方や人間関係を知り、仕事を進めるスキル
10 どこの企業でも通用する汎用的なスキル（いわゆるポータブルスキル）
11 当然ながら、すでに取り組まれているように、金融商品提供側の説明責任徹底の義務化や、消費者保護の強化もあわせて必要である。
12 通常、人材紹介業では、紹介により雇用契約が成立した者の年収の３割程度が、紹介会社の収入となる。
13 利益相反とは、異なる立場の利益を代表してしまうことの、ことである。幾つかの類型が示されているが、このケースは「双方代理型」
の利益相反に該当する。

14 主に相手のモチベーションを引き出すサポートをするメンタルコーチングと、具体的なスキルを向上させるスキルコーチングがある
15 従来の不動産仲介へのアンチテーゼとして、独立型のアドバイス会社が登場していることは、人材紹介会社との対比で考えると興味深い
16 田畑和美「本邦における独立系FPのビジネス実態」『Financial Information Technology Focus』2007.12 野村総合研究所
17 ビジネスコーチでは、経営者が実質的には個人の立場でサービスを受けつつ、費用は法人契約で支払うケースがある。この場合は、完全

4 新しい日本的経営を産み出すための必要
条件
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に個人が払う場合に比べて高額の費用を得ることができる。
18 これからの社会で生きていくための力を養成することの教育を実現した例として注目すべきは一部の小学校・中学校で行われている「よ
のなか」科の取り組みである。「よのなか科」のコンセプトは情報編集力や社会リテラシー（読み書き能力）を高めることとされている。
本稿で考えたワークインフラスキルとは若干異なるが、今後、これらが重要な能力となるという問題意識は同一である。

19 平成18年より、経済産業省が提唱している。具体的には「前へ踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の３つが代表的な「社会人
基礎力」とされる。
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